
 

 

 

苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業（中継ポンプ場建設）の設計業務・工事

監理業務に係る低入札価格調査制度の基準の設定について 

 

１ 低入札価格基準価格に満たない場合における契約の可否の設定基準  

低入札価格基準価格に満たない入札があった場合に提出することしている積算内訳説明

書において、該当する委託の種類ごとに次の基準で得た額に満たない額がある場合は、契約

の内容に適合した履行がされないおそれがあることから契約を行いません。 

 【設計（土木）、（機械設備）、（電気設備）、（建築）、測量及び工事監理（建築）、 

（土木）、（機械設備）、（電気設備）】 

  委託の種類ごとに業務価格の10分の６を乗じて得た額に満たない額 

 【地質調査】 

業務価格の３分の２を乗じて得た額に満たない額 

 

 

２ 低入札価格調査 

入札の結果、低入札価格調査制度に係る基準価格に満たない価格（調査対象価格）で入札

を行った者について、書面による調査を行いますので、以下の書面をご準備ください。 

（提出期限：令和６年11月15日） 

(1) 低入札価格の理由書（様式ア） 

(2) 入札価格の内訳書（様式イ）（再委託予定金額を明示したもの） 

(3) 当該契約の履行体制（様式ウ） 

(4) 手持の建設コンサルタント業務等の状況（様式エ） 

(5) 配置予定技術者名簿（様式オ） 

(6) 手持機械等の状況（様式カ） 

(7) 過去３年間において受注・履行した同種または類似の業務の名称および発注者 

 （様式キ） 

(8)その他必要に応じた書類 

なお、調査内容につきましては、施工業務における調査に準じて行います。 

 

予定価格等における別紙１ 


